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1970年代後半における国債の膨張メカニズム1970年代後半における国債の膨張メカニズム
―財政収支試算と地方財政収支試算を手掛かりとして―

大　塚　　　勲

１．はじめに

１．１　研究の背景と目的

　日本が直面している 大の財政問題は政府債務の累積である。もはやこのことに疑う余地はないだ

ろう。ギリシャ国債のデフォルトが国際的に注目を浴びたことは記憶に新しい。EUとの再交渉を公

約にしたチプラス政権が誕生したことで、ギリシャの債務問題が再燃したのである。経済協力開発

機構によれば、ギリシャの2014年度における一般政府の累積債務は国内総生産の182.3％、人口一人

当たり3.1万ユーロとなっている。１ユーロが140円とすれば、430万円となる。これに対して日本は

2014年度で230.0％、人口一人当たり870万円であるから、政府債務の規模はギリシャの比ではない1）。

このことがギリシャのように債務不履行の危機に直面していることを意味しないが、人口減少が確実

な状況で、政府債務の累積が危機的状況を引き起こす可能性は小さくない。この場合、世界経済に対

する影響はギリシャの比ではないかもしれない。

　2015年度の一般会計を見ると、財政規模が96.3兆円に対し、国債発行は36.9兆円に上っている。

国債依存度は38.3％であり、４割が国債で担保されている。しかも、経常赤字である特例国債は30.9

兆円発行され、国債発行の83.6％を占めている。累積債務に対する国債費は23.5兆円計上され、こ

れは財政全体の24.3％である。特例国債がこの国債費のすべてを賄っているとしても差額の7.4兆円

は経常赤字を負担していることになる。国債費の1.57倍が国債発行額となっているから政府債務は

2015年度においても拡大している。2015年度の国債が予算通り発行されると、一般会計の累積債務

は807兆円余り、人口一人当たり638万円となる2)。日本の政府債務の累積は世界的にも明らかに大

規模なものとなってきているが、こうした蓄積はいかにして起こったのであろうか。このあまりにも

基本的かつ基礎的な疑問を取り上げ、検証することが本研究の目的である。

　こうした問題意識の淵源は拙著『地方交付税制度の運用と展開』にある。同書は地方交付税制度の

基準財政需要額がいかに算定されてきたかを経年的に検証している。戦後の地方制度は法定事務とこ

れに対する財源保障で特徴付けられるが、この財源保障を担ってきたのが地方交付税制度であった3)。

この制度が導入されたのは1954年であるから、それ以来地方交付税制度は戦後の地方制度の根幹を

なしてきた。地方交付税制度が財源保障を行う対象は法定事務であるが、地方公共団体が執行してき

た事務も、戦後一貫してその主体は法定事務であった。このため、地方交付税制度は地方公共団体の

これらの事務を対象にその収支を均衡させる役割を担ってきた。戦後しばらくは、国に十分な財源

がなかったことや、大蔵省が戦前的価値観4)の下で一般会計の均衡を維持したため、地方に十分な財

源が配分されず、地方交付税制度の財源保障機能が充足されることはなかった。ところが、70年代
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に入り、革新自治体が都市部を席巻し、国政でも74年の参議院で伯仲国会が実現すると、地方交付

税制度の財源保障機能は急速に改善されていく。これは地方に対する財政移転が急増したからである

が、79年度には国の税収と税外収入の80％以上を地方への財政移転が占めていたのである5)。このこ

とは一般会計で国が消費できる財源が急激に減少したことを意味するが、75年度当初予算の２兆円

が79年度に15.3兆円に膨張した国債発行の原因は実はここにあった。そして、大塚(2014)では、こ

の財政運営を76年に策定された財政収支試算と地方財政収支試算がコントロールしていたことを明

らかにしている6)。

　70年代後半のわずか４年間に一般会計の国債は7.7倍、額にして13.3兆円増加したが、大蔵省は専

ら不況を原因に挙げてきた。しかし、76年に作成された２つの財政収支試算が70年代後半の財政運

営を決定していたのであれば、不況を理由に国債を発行してきたという大蔵省の言い訳は成立しな

い。なぜなら、国債の膨張は76年時点で決定されていたことになるからである。少なくとも大規模

な拡大は想定していたはずである。この点について大塚(2014)はそれほど明確な説明を行っていな

い。これは同書が地方交付税制度の運用を検討対象とし、国債発行については地方への財政移転の財

源としてしか見ていないからである。仮にこれら２つの財政収支試算が70年代後半の財政運営を決

定していたのであれば、国債発行との関係を検討することで、70年代後半の国債の膨張メカニズム

が解明できるかもしれない。70年代後半は国債が急増していたから、その理由が通説と異なるとい

うことになれば、あるいは現代の国債問題を解決する上で示唆が得られることもあるだろう。本研究

は、こうした問題意識の下２つの財政収支試算の検討を通じて70年代後半の国債の膨張メカニズム

を明らかにすることを目的としている。

１．２　国債の発行過程に関する先行研究

　文献データベース「マガジンプラス(Magazineplus)」を使用して「国債」を検索すると、9,000件

以上の記事、論考、論文（以下、論文等という）がリストアップできる。この中から国債発行に関

連する論文等を取り上げると、50件程度しか存在せず、しかも多くは大蔵官僚あるいは元大蔵官僚、

大蔵官僚出身の研究者による論文等であることが分かる。国債発行の目的や理由はあらゆる研究者に

とって研究の入り口であるからこれが全く検討されてこなかったとは考えにくい。従って、政府の説

明以上の検証結果が得られなかったことを示唆している。

　これに対してタイトルに「国債」、「財政赤字」、「財政7)」などが含まれる書籍の場合、国債の発行

過程を説明しているものは非常に多い。だが、発行過程についてある程度紙幅を割いて解説している

もの、これを検証しているものになるとかなり限定され、この場合も大蔵官僚、元大蔵官僚によるも

のが多くなっている。国債の発行過程に関する先行研究の現状を見ると、大蔵省関係者からの情報提

供が圧倒的であり、こうした解説、説明を科学的見地から検証する取組みに欠けていたと見るべきか

もしれない。国債の発行過程に関する先行研究は、結果として大蔵省の情報に盲従してきた感があ

る。このため、先行研究を整理すると、こうした文献を中心に取り上げざるをえない。ここではまず

毎年度の予算編成を詳述している『国の予算』に着目して、大蔵省主計局の見解を整理した上で、こ

れ以外の大蔵省の文献をまとめている。さらにこれとは異なる組織、研究者の見解からいくつかを抽

出して概観することとした。
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１．２．１　『国の予算』における国債発行過程

　財政調査会(1976)では75年度補正予算と76年度当初予算についてその編成過程を解説しているが、

ここでは71年のドルショックにまでさかのぼり、経済の変動を説明している。これはこの時期の財

政が直面していた課題が深刻であったことを示すもので、予算編成については以下のように述べてい

る。71年８月のドルショックに始まる国際通貨情勢の激動に加え、73年11月にはオイルショックが

発生し、物価の騰勢を強める。73年１月に異常な物価上昇に対処するため総需要抑制策が導入され

ると、オイルショック後さらにこれが強化される。74年に入ると、総需要抑制策の効果から国内景

気は急速に停滞に向かう。鉱工業生産指数は73年11月をピークに75年２月まで長期にわたり下降を

続けたのである。

　総需要抑制策の影響は税収にも反映し、74年度には補正後7,700億円もの歳入欠陥が生じている。

75年度も引き続き減収が懸念される中、酒、たばこの増税法案の成立が遅れ、これも減収要因となっ

て歳入不足に拍車を掛けた。結局75年度の歳入不足は酒税の減収分を含め３兆8,790億円と巨額に上

り、日本専売公社納付金も1,428億円の減収となった。この時期の景気は、減収補填のための増税や

歳出の削減を許す状況ではなかったため、特例国債２兆2,900億円を含む３兆4,800億円の国債を追

加発行することになる。

　76年度の予算は、高度経済成長から安定成長に移行する中、財政の改善合理化を進め、景気の着

実な回復と雇用の安定に配慮した編成となった。前者では一般行政費の抑制、機構・定員の抑制、補

助金の整理合理化、社会保険料、公共料金の適正化を図り、後者では公共事業の拡充を進めることと

なった。しかしながら、租税収入は75年度当初予算の額すら下回ると予想されたため、国債は特例

国債３兆7,500億円を含む７兆2,750億円を計上することとなった8)。

　財政調査会(1977)は75年度からの国債膨張を振り返り、以下のように整理している。まず、財政

運営全般を評価して、「このような財政状況に直面するに至ったのは、戦後 大の不況及びこれに対

処するこれまでの過程において、大幅な増税や歳出削減等の形で企業部門、家計部門への負担を増大

させることを極力回避し、むしろ、景気回復と国民生活の安定・福祉の充実のために必要な財政支出

はこれを確保することとした結果であって、不況のこれまでの段階においては、やむをえざるものが

あったと考えられる」9)と述べている。その一方で国債の大量発行は財政を硬直化し、民間資金需要

の圧迫やインフレを引き起こすことから、これを解消する必要性も指摘している。

　さらに76年度の財政運営に関し、次のように振り返っている。76年度予算の関連法である「昭和

51年度の公債の発行の特例に関する法律」が76年1月23日に国会に提出されたが、その成立が大幅

に遅れ、10月15日となった。また、国鉄、電電公社の運賃・料金等改定法案でも６月１日に値上げ

予定であったが、11月４日に法案成立が遅延した。このため、予算確保が遅れ、発注工事が大幅に

遅れるなど実体経済への影響も懸念される状況を生み出した10)。

　財政制度審議会が76年７月に国債の大量発行からの脱却を要請するとともに、国債発行の原因が

近年の経済状況に加え、高度経済成長からの財政運営の課題でもあるとしてその改善を求めている。

１月にも予算編成における減税の回避を指摘し、前年度の国債依存度からの引き下げや、特例国債の

抑制などを意見としてまとめている11)。これは大蔵省が77年度を財政再建元年と位置付けたことに

呼応したもので12)、こうした努力が実り、77年度予算の国債発行額は８兆4,800億円、その依存度は

前年度の29.9％から29.7％に低下させることに寄与している。しかし、その一方で衆議院では76年



46 大　塚　　　勲

から与野党の議席が伯仲13)したことから野党による政府案の修正が３月15日に行われた。主な修正

は3,000億円の追加減税と年金や恩給等の改善実施時期の２カ月繰り上げなど、歳入の3,000億円減

額と歳出の634億円増額が実施された14)。

　77年度を財政再建元年としたものの、補正予算でその目論見は大きく崩れる。財政調査会(1978)

はこの補正予算について次のように説明している。急激な円高の影響などから、77年９月３日に総

合経済対策とともに補正予算が編成された。さらに年末になると、8,000億円の減収が見込まれたた

め、改めて補正が実施されている。公共事業もそれぞれ3,900億円、3,700億円追加され、２次補正で

は78年度予算と合わせ、15カ月予算の考え方で公共事業を途切れることなく継続することが意図さ

れた。これによって国債が追加発行され、補正後の総額は特例国債４兆9,570億円を含む９兆9,850

億円となり、国債依存度は目途としていた30％を超えて34.0％となった15)。

　78年度予算編成は、円高による景気の停滞の中で内需を中心とした景気の回復と財政規律の回復

という相反する目的を達成する必要に迫られた16)。このため、予算を経常部門と投資部門に分割し、

前者は節減、抑制、後者は弾力的な運用で対応することになった。このことは、とりわけ特例国債の

削減を政策目標としている現状に合致している。78年度予算にはさらに次のような特徴がある。１

つは既述したように15カ月予算として77年度補正予算から公共事業の継続的執行を担保したことで

ある。さらに５月分の税収の所属区分を変更して79年５月の税収の一部を78年度予算に組み入れた

ことである。77年度の歳入で8,000億円不足したことで、税収の伸びに懸念が生じたために採用され

た措置であった。これによって国債発行を抑制することを狙ったが、同時に地方財政や財政投融資に

対する措置でもあった。地方財政対策として大蔵省資金運用部から巨額な資金を借入れているが、こ

れによって財政投融資からの借入れを抑制している。地方債務の拡大を阻止することで、景気対策に

充当する財政投融資の資金も確保できる。こうした影響を配慮した結果、税収の所属区分が変更され

た17)。

　財政調査会(1979)では次のように説明している。78年３月25日の経済対策閣僚会議で３月15日の

公定歩合の引き下げ18)に加え、公共事業等の施行促進、住宅金融公庫融資の円滑化等の措置によって

78年度実質経済成長率7.0％の達成を目指すこととした。これによって新幹線、高速道路、本四架橋

事業等の大型プロジェクトが実施されることが決定している。さらに同年９月２日の総合経済対策で

は経済成長率が名目で12％、実質で７％の目標が掲げられた。これは７月に西ドイツのボンで開催

された先進国首脳会議において国際的に表明したことで目標となったものである19)。

　79年５月分の税収のうち、約２兆円分を78年度の予算に組み入れ、13カ月の租税収入による予算

編成が行われた。だが、79年度予算は再び12カ月に戻り、しかも大きな税収の伸びも期待できなかっ

たため、前年度の当初予算の水準を確保できるかどうかという状況であった。このため、大蔵省は、

昭和「54年度予算編成上の問題点」を作成して11月に公表すると、11月８日には異例の各省庁官房

長会議を招集し、一般消費税の導入も含めて各省庁に協力を求めている。その後まとめられた大蔵原

案は結局経常部門10.7％、投資部門17.9％の伸びを見込み、国債発行額15兆2,700億円、国債依存度

39.6％となった20)。金額、国債依存度とも戦後 大の規模であった。

１．２．２　大蔵省資料における国債発行過程

　『国の予算』以外の大蔵省関連の文献を次に整理する。昭和期の財政を整理している財務省財務総
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合政策研究所財政史室(2004)は「50年度（1975年度）の財政は、戦後の中で 大のターニング・ポ

イントとして歴史に記録されるに違いない」とし、「石油危機によって余儀なくされた財政体質の明

確な変化が刻印されている」21)と説明する。この時期の財政の重要さを位置付けつつ『国の予算』と

ほぼ同様の背景整理と国債発行の実態を記述している。

　これに対して、大蔵省の省史である森木・礒崎(1988)では国債発行の原因を不況にのみ求めるの

ではなく、歳出の問題も積極的に取り上げている。石油危機が発生すると、日本経済は従来の高度成

長から低成長に移行し、財源の制約が厳しくなる中、社会福祉を充実するという困難な政策運営が国

と地方の為政者に対して課されていく。石油危機は一方で物価の騰勢を通じて景気の停滞をもたら

し、75年度に財政を直撃する。当初9,000億円程度と見込んだ税収不足が９月30日には当初予算の執

行だけで３兆9,000億円に達することが確実となった。 終的に３兆4,800億円の国債を追加発行し、

50年度の国債発行の総額は５兆4,800億円、国債依存度26.3％を記録することになる。76年度の当初

予算ではさらに国債が追加され、その額は７兆2,750億円であり、空前の大借金財政に突入すること

になる22)。

　財政赤字の原因は財政硬直化にあり、高度経済成長の自然増収に便乗した、政治の横車によって追

加されてきた政策経費に起因している23)。大蔵省の予算編成は査定が厳しいが、一度予算に計上され

ると、積み増されていく傾向がある。新たに追加された政策が問題となることは十分に分かっていた

が、政治家も大蔵官僚もこれを放置してきた。高度経済成長時代の惰性を排し、制度的、慣行的な諸

経費を根本的に見直す時期にきていると説明している。

　80年代に入り、財政再建といった政策課題が重視されていくと、改めて国債の発行過程に着目し

た文献が公表されるようになる。『金融財政事情』では財政運営に直接係わった大蔵官僚にインタ

ビューを行うことで70年代における財政運営の実態に迫っている。このうち、特に国債の発行過程

との関係が強い文献を取り上げ、以下で整理する。

　75年度から国債は膨張過程に入るが、その直前に予算編成の責任者となった橋口(1987)は次のよ

うに説明している。74年度予算を理解するには72年度の補正予算にさかのぼる必要がある。大蔵省

では65年度以降査定の態度を変えており、無理に抑えるというより、自民党の部会や各省に納得し

てもらえる予算を編成していた。72年度予算では相沢主計局長の下、大蔵省は建設省に公共事業を

増やすように要求し、73年度には生産者米価を16％も上げている。福田赳夫蔵相に代わった際、一

般会計の伸びを20％以下、公共事業は横ばいという指示があった。大盤振る舞いに慣れてきた状況

では突然締めるといっても24％程度が限度で、結局地方財政から借りるなどして帳尻を合わせた。

74年度予算は、このため数字ほど緊縮予算ではなく、小手先の編成が財政構造改革を遅らせたとい

う反省がある。

　75年度の補正予算で国債が膨張した理由はその当初予算で税収が過大に見積られたことにある。

この予算編成を事務次官として取り組んだ高木文雄氏と、主税局長として実際の税収見積りを行なっ

た中橋敬次郎氏がインタビューに答えて作成されたのが高木・中橋(1985)である。この中で高木氏

は75年度予算に歳入欠陥が発生することは２月に認識したが、その理由は今でもよく分からない。

主税局は経済企画庁が高い経済見通しを立てると税収が大きくなるため、彼らと意見対立が発生す

る。この年の経済指標に問題が出てきたのは２月で予算が編成された後であったとしている。税収見

積りが彼らの経済指標の影響を受けたことを示唆した。これに加え、中橋氏は74年度の名目経済成
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長率は当初予定より高くなり、予算編成時には75年度の見通しも悪くなかった。これを前提に74年

度の補正予算が組まれ、並行して75年度の予算も編成された。75年度の予算は74年度の補正後予算

を延長して編成していくから、74年度に歳入欠陥が発生すると、75年度に影響が出ることは避けら

れない。外部から税収の過大見積りに対する圧力はなかったが、経済の実態の判断を誤ったことに起

因しており、その意味で主税局長としては重大な責任があったと認識している。

　総理大臣として予算に取り組んだ福田(1986)は次のように説明している。総理在職中、公共事業

が拡大し、国債依存度が40％に近づいたが、これはボンサミットにおける日独による世界経済に対

する「機関車論」と、景気対策を望む国内世論に配慮した結果である。サミットではオイルショック

の影響から抜け出せない先進国経済を牽引することが日本と西ドイツに期待され、国際貢献に寄与す

る意図からこれを受け入れた。このため、政策判断としては正しかった。しかしながら、第２次オイ

ルショックが発生するなど、世界経済の改善は期待したほどではなく、財政収支の不均衡を改善する

には至らなかった。一方で、74年度の２兆円減税は物価上昇が大きい中で国民生活の改善を意図し、

また田中首相の政策をすべてつぶしてしまうのも躊躇した。しかし、これについては少し譲りすぎた

のではないかと反省している。

　さらに福田総理の下で予算を編成した長岡(1986)は次のように述べている。今日の財政状況を説

明する際、石油ショック以降の対応から説明するのが一般的であるが、実際にはその２年前のドル

ショックから捉える必要がある。日本の貿易黒字が増大し、内需拡大が進まなければ、円高から中小

企業の経営が厳しくなっていた。この意味で日本列島改造論は時宜を得たものであったが、公共投資

のスピードが急激過ぎたところにオイルショックが発生した。その結果、物価の高騰があり、福田蔵

相による緊縮財政が厳しすぎたことから景気の落ち込みが大きくなった。現在ある財政の不均衡はこ

うしたことに起因している。主計局長としての 初の予算は77年度補正で、このとき国債依存度は

30％に達していなかった。これを維持するため、財源をかき集め、特別財源対策として1,100億円確

保し、国債依存度を29.94％に留めた。しかし、これも税収の落ち込みが大きく、２次補正で30％を

超過することになる。これは78年度予算にも影響し、福田内閣による臨時異例の財政運営が実施さ

れる。国債依存度を抑制するために５月分の税収を取り込み、専売公社からは特別納付金を徴収する

ことにした。長岡氏は経済計画にも言及しており、新経済社会７カ年計画の経済見通しではこれが制

約とならないように配慮されているが、経済計画は財政計画を策定する場合に強い制約となり、財政

計画の策定を困難にすると説明している。

１．２．３　その他資料における国債発行過程

　経済企画庁(1981)は『経済白書』の中で国債発行について以下のように説明している。一般会計

の国債依存度が65年度以降72年度まで景気の停滞期に上昇し、回復期に低下する状況にあったが、

73年度は景気が上昇していたにも係らず国債依存度の低下はわずかにとどまった。しかも74年度以

降景気変動と無関係に国債依存度は急増してきている。

　完全雇用の場合の一般会計の財政収支を試算し、75年度以降この財政赤字が拡大していることを

示した。この額は急増していくが、79年度、80年度には実際の国債発行額の多くがこうした赤字額

で占められていたことを示している。このことは好況によって完全雇用が実現しても一般会計に多額

の財政赤字が発生することを明らかにしており、この結果から70年代後半の財政赤字が景気変動に



491970 年代後半における国債の膨張メカニズム

よるものではなく、構造的なものとなってきていると説明している24)。

　また、経済企画庁(1983)では上記分析を踏まえさらに詳細に検討している。完全雇用状態でも発

生する赤字を「構造的赤字」と捉え、一般会計の赤字が景気の回復によって解消されるものではない、

構造的赤字であるとしている。構造的赤字が持続している理由として、租税収入等の経常収入が第１

次石油危機後鈍化傾向にあったが、成長率の下方屈折にも係らず経常支出は増大したことにあるとし

ている25)。

　納富他(1988)は戦後の財政運営を毎年体系的に整理しており、一般会計、財政投融資計画、補正

予算について概説している。これらの議論はほとんど『国の予算』を利用しているため、大蔵省の見

解に大きく依存している。この意味で財政の研究者の標準的な研究スタイルと捉えることができるだ

ろう。多くの知見を『国の予算』に負いながらも予算の詳細にまで議論が及んでいるため、同書独自

の見解も示されている。例えば、76年度から80年度を総括した考察では「中央政府の貯蓄のみが一

貫してマイナスであり、かつ、根強い赤字膨張傾向を示している。これに対して、地方政府と社会保

障基金の貯蓄は年度を追って増加している。しかし、両者とも中央政府から巨額の政府間経常移転を

受け入れ、それによって貯蓄を生み出している点に留意する必要がある」26)と述べている。こうした

議論は『国の予算』を基準としながら、本稿の議論を先導する見解を含んでいる。

　また、大蔵省以外では井手(2012)も独自のスタンスを確立している。『財政赤字の淵源』と題した

この研究書は、財政赤字の根源を土建国家27)に基づく政府の行動原理に見出そうとしている点に特徴

がある。こうした実態から従来の議論を再構成していこうという試みである。土建国家で政府の行動

原理を説明していくことにはかなり異論があるが、国債の発行過程を独自の切り口で捉え直す作業自

体がほとんど存在しない中、極めて異彩を放った研究となっている。

　『国の予算』が専ら不況の帰結として国債発行を説明していたのに対し、多くは80年代に公表され

る大蔵省関連の文献では、歳出の拡大が国債発行の原因に加わるところに特徴がある。経済企画庁

(1981)や経済企画庁(1983)も単に景気が国債発行の原因ではないことを示し、『国の予算』とは異な

る見解となっている。但し、財政調査会(1977)でも財政制度審議会の意見として同種の見解を掲載

しているから、年度を追って意見を調整していったと捉えるべきかもしれない。これは債務の蓄積が

長期化する中、景気変動との連動が失われ、これによる説明力が低下したことが主な理由である。つ

まり、国債発行の原因を不況にのみ求めることができなくなってきたため、これに代わる理由が必要

になったのである。このように大蔵省の説明も首尾一貫してきたわけではないが、それでもこうした

説明に対して客観的な検証が行われてきたとは言い難い状況に疑念の余地はないだろう。

１．３　研究の構成

　第２節以降の構成は次の通りである。２節から５節は大塚(2014)に基づき、これをさらに詳細に

検討している。２節は70年代後半における国債の膨張過程と地方財政対策を取り上げ、70年代後半

に急激な拡大が生じていたことを確認している。

　３節では２節で明らかとなった国債の膨張が実際には計画的な財政運営の結果であったことを76

年に公表された財政収支試算に基づいて議論している。

　そして、第４節では財政収支試算と同時に作成された地方財政収支試算に着目し、これと地方財政

計画との関係を示した。ここでも地方財政計画の拡大が地方財政収支試算によって実現していたこと
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を明らかにするとともに、地方財政対策も地方財政収支試算の歳出に従って実現したことを示してい

る。

　第５節は国の財政をコントロールしていた財政収支試算と、地方財政計画をコントロールしていた

地方財政収支試算を利用して、国債が発行される財政基準と特例国債が発行される財政基準をそれぞ

れ導出している。

　６節では５節で定式化した国債の発行基準と特例国債の発行基準を利用して国の一般会計の分析

を行っている。そして、これらの検討から70年代後半における国債膨張がいかなる構造によって実

現しているかを明確化した。

　そして、 終７節ではこれらの議論を踏まえて結論を述べている。

２．70年代後半における国債発行と地方財政対策

　70年代後半に発生した国債発行がいかなる規模で実施されていたのか、これを確認することから

始める。さらに地方財政との関係を視野に同時並行で深刻化した地方財政対策の実態も確認していこ

う。

２．１　膨張する国債発行

　政府は65年度の補正予算から継続的に国債を発行していたから、70年代に入っても国債は常に発

行されていた。65年度から80年度までの国債発行額とその依存度を整理したものが図表１である。

図表１　国債発行の推移

資料：国の予算28)

　この図表を見ると、66年度当初予算、72年度補正予算で国債依存度はピークとなり、それぞれ

16.9％、19.1％を記録した。予算規模が小さいから当然のことではあるが、発行額は7,000億円、2.3

兆円とそれほど大きなものではなかった。72年度以降国債依存度は減少に向かい、75年度当初予

算では発行額2.0兆円、国債依存度9.4％にまで低下していた。これが補正予算になると、5.5兆円、

26.3％に急増し、79年度当初予算では発行額が15.3兆円、国債依存度も39.6％に増加している。75年
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度当初予算からわずか４年間で2.0兆円の国債発行額は15.3兆円に拡大し、7.7倍になっていたのであ

る。これは年平均で66.2％ずつ増加していたことを意味しており、まさに膨張の様相を呈していたと

言えるだろう。

　このような国債の膨張が発生したのは、74年度にマイナス成長を記録したことからも分かるよう

に戦後 大の不況に直面した結果である。少なくとも財政調査会(1977)はこのように説明している。

同書では、歳入の落ち込みに対する増税を回避し、景気への悪影響を考慮して歳出を拡大したこと

で、企業部門、家計部門への負担を軽減し、これを財政が補った結果、国債は増加したのであり、や

むをえざる措置であったと評価している。70年代後半の国債発行の拡大を不況と結び付けて説明す

る財政調査会(1977)の捉え方は、今回サーベイした先行研究にほぼ共通したものとなっている。

２．２　連動して急増した地方財政対策

　一般会計で国債発行が急増していた時期に地方財政では地方財政対策が拡大していた。地方財政対

策とは一般に地方財政計画に計上された歳出に比べ、歳入が小さい場合に実施される財源補填措置の

ことである。この種の補填措置が実施されるのは、国が地方団体に委任する事務等に対してその財源

措置を国に義務付けていたからである。これについては大塚(2014)で詳細に解説しており、これを

参照してもらいたい29)。

　地方財政対策の実施状況を把握した結果が図表２である。地方財政対策として、74年度以前は交

付税及び譲与税配付金特別会計（以下、交付税特会という）の借入金に特例の各種交付金を加えた額

を充てており、75年度以降は『地方財政要覧』の「財源不足とその補てん措置」に掲載されている

財源不足額等を計上している。さらに地方財政対策を地方財政計画の歳入総額で除した比率も掲載し

ている。なお、交付税率引き上げに伴う交付税財源の増額などは含んでいない30)。

図表２　地方財政対策の推移

資料：地方財政要覧

　この地方財政対策のグラフは当初予算を対象に作成しているが、その変動には国の当初予算との連
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動が見て取れる。国債依存度が上昇する66年度と72年度はいずれも地方財政対策の比率が高まる時

期に一致している。そして、76年度の地方財政対策は地方財政計画の10.4％に膨れ上がり、77年度

に一時的に7.2％に低下したことを除けば、79年度までほぼ10％の水準を維持していた。国債が膨張

した同じ時期に地方財政対策も大規模に実施されていたことが分かる。国債の膨張過程で巨額の地方

財政対策が実施されていたことは一般会計と地方財政計画が密接に連携していた事実を示している

が、70年代後半においてはさらに積極的な意味を持っていた。70年代後半の国債膨張を理解する上

で地方財政の動向は決定的に重要であったのである。

３．歳出の計画的拡大に伴う国債の膨張

　70年代後半の国債の膨張過程に関するステレオタイプの説明は、不況に伴う税収の落ち込みと財

政政策の拡張に起因するものであった。この説明に有効性がないことを証明することは実はそれほ

ど難しいことではない。ここでは76年２月６日に大蔵省が国会に提出した財政収支試算を取り上げ、

国債発行の膨張過程を説明していくことにする。

３．１　財政収支試算策定の経緯

　財政収支試算は、昭和50年代前期経済計画の財政フレームを前提に、特例国債の発行から脱却す

るための条件を検討した一般会計の財政シミュレーションである。少なくとも76年の財政収支試算

はこの説明が適用できる。財政収支試算の策定は、直接的には75年12月15日の参議院本会議におけ

る大平正芳大蔵大臣の答弁がその根拠となるが、これらの契機は同年４月15日の衆議院大蔵委員会

における大平蔵相の発言にある。これは財政調査会(1975)の中で「当面の財政事情についての特別

発言」31)として紹介され、その後の『国の予算』でもしばしば参照されている。この意味で大平蔵相

の特別発言は重要である。

　４月２日に75年度予算が成立し、その２週間後の15日に大平蔵相は大蔵委員会の冒頭で発言を求

め、74年度に8,000億円余りの歳入欠陥が生じたこと、75年度においても厳しい財政運営が予想され

ることなどを報告した。そして、今後は税収の自然減といった状況も想定されることから、歳出を厳

しく律していくことの必要性を訴えた。

　５月以降歳入欠陥の実態が明らかになっていくと、国会での議論は活発化していく。野党はまず歳

入欠陥が発生した原因の説明を求め、その補填方法の妥当性を問いただした。そして、こうした事態

を招いた蔵相の責任を追及するとともに、75年度に追加が見込まれる国債の発行額を明らかにする

ように求めている。野党側のこうした追及に対して大平蔵相は、将来を見通すことは無理として十分

な説明を行っていない。国債の追加発行に関しても、年度当初は今後の経済状況に依存するとして明

言を避け、その後は前年度の一般会計を前提とすると、9,000億円程度になると答弁したに留まって

いる。ところが、同じ時期報道では大蔵省筋の話として２兆円から３兆円の国債発行が避けられない

と伝えられるなど、国会の内外で情報が錯そうしていたのである32)。

　国債に関する国会での議論は膠着状態に陥るが、補正予算の編成を迎えると、野党は執拗な追及を

開始する。補正予算は10月９日に国会に提出されたが、新たな国債は３兆4,800億円に上り、これに

は特例国債が２兆2,900億円も含まれていたからである。しかも、建設国債は60年で償還されてきた

が、新たに発行する特例国債については10年で償還すると大蔵省が説明したため、その償還財源が
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新たに問題となった。特例国債の償還に対する毎年の積立金は発行額の1.6％を維持するとしたため、

10年後の積立金は発行額の16％にしかならない。残りの償還財源をいかに調達するかが新たな火種

となったのである。野党はこの調達方法を明確にするように求めた。妥当性のある償還計画の提示を

繰り返し、執拗に迫ったのである33)。

　補正予算は11月７日に成立したが、特例国債の発行については財政法に規定がないため新たに立

法措置を講じる必要があった。この法案は昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律として、10

月９日に国会に提出され、12月24日に成立している34)。

　12月に入ると、76年度予算の国会審議も徐々に迫ってくる。76年度予算は12月24日に大蔵原案が

内示され、各省庁との交渉を経て31日に政府案が作成されている。この政府案は７兆2,750億円の国

債発行を含んでおり、当初、補正と拡大してきた国債発行は76年度当初予算でさらに拡大すること

が明らかになったのである。

　一方、74年７月から始まった参議院の伯仲国会は法案審議にも影を落としていた。特に大蔵省に

衝撃を与えたのは75年７月４日に酒、たばこの増税法案35)が審議未了で廃案になったことである36)。

75年度予算は酒、たばこの増税を前提に成立していたにも係らず、その関連法案が廃案となったの

である。これらの法案は改めて９月20日に国会に提出されたが、参議院大蔵委員会の強行採決を経

てようやく12月13日に成立している37)。増税が遅れたことでその間の減収分がさらに歳入欠陥に拍

車を掛けることになる。これらの事態は伯仲国会での財政運営が容易でないことを大蔵省に印象付け

たと言えるだろう。

　財政収支試算の策定に大平蔵相が言及したのが12月15日の参議院本会議であった。このとき、補

正予算は成立し、酒、たばこの法改正も強行採決を経て13日に成立したばかりであった。しかし、

依然昭和50年度の公債の発行の特例に関する法律は審議中であり、76年度予算の国会提出も間近に

迫っていた。国債発行の規模がさらに拡大する予算案に対して野党の反発は避けられそうにないと大

蔵省が判断したため、中期の財政展望を策定し、これを公表することをこの時期に発表したものと考

えられる38)。折しも76年度を初年度とする経済５カ年計画の策定が 終段階にあり、その財政収支

が利用できたことも大きな理由であったと言える。

　こうしたプロセスを経て76年２月６日に国会に提出されたのが財政収支試算である39)。財政収支

試算は１月23日に閣議了解された昭和50年代前期経済計画概案に基づいて作成されている。76年以

降も毎年作成され、様々な前提条件を加えて多様化していく。そして、79年に新経済社会7カ年計画

が策定されると、これを踏まえた財政収支試算に書き換えられていくことになる。

３．２　一般会計と76年の財政収支試算

　70年代後半の国債の膨張過程を理解するには以下に示すように76年の財政収支試算を検討すれば

十分である。これより76年に作成された財政収支試算を対象にここでは検討していく。76年の財政

収支試算は昭和50年代前期経済計画概案に基づいて策定されているが、この概案は同年５月14日に

閣議決定され、政府の正式の経済計画として公表されている。昭和50年代前期経済計画では、名目

の国民総生産並びに国民所得の伸び率を77年度、78年度が15％、79年度、80年度が12％であり、計

画期間の経済成長率を２段階で設定している。これは過去の経済計画の中でも昭和50年代前期経済

計画に固有の特徴である40)。
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　昭和50年代前期経済計画が示す財政フレームは国民経済計算に従っており、国と地方双方が含ま

れている。財政収支と題するこのフレームには75年度と80年度の２カ年の財政規模が記されている

のみである。従って、財政収支試算を作成するためにはこの財政収支から国の一般会計分を取り出

し、次にその中間年を補完しなければならない。このとき、既に国会に提出していた76年度予算に

ついては財政収支試算に反映させ、残りの77年度から79年度の計数を経済成長率に則して調整して

いる。

　さらに76年の財政収支試算には歳入に２つのケースがある。ケースⅠが特例国債を80年度にゼロ

とする場合で、ケースⅡが79年度にゼロとする場合である。ここでは80年度に特例国債がゼロとな

るケースⅠを図表３に提示しているが、ケースⅠ、Ⅱとも歳出は全く同じ計数を用いている。

図表３　76年版財政収支試算（ケースⅠ）

単位：億円

公共投資 振替支出 その他 歳出 国債費 歳出合計

75年 39,600 48,400 109,400 197,400 11,000 208,400

76年 43,900 59,300 123,100 226,300 16,700 243,000

77年 51,200 68,800 141,600 261,600 23,300 284,900

78年 59,700 79,900 162,900 302,500 30,200 332,700

79年 69,700 90,100 182,400 342,200 37,400 379,600

80年 81,300 101,700 204,300 387,300 44,200 431,500

税収 税外・他 歳入 公債金 特例国債金 歳入合計

75年 138,000 15,600 153,600 54,800 22,900 208,400

76年 161,400 8,800 170,200 72,800 37,500 243,000

77年 200,600 9,000 209,600 75,300 34,100 284,900

78年 249,400 9,500 258,900 73,800 25,700 332,700

79年 297,900 10,000 307,900 71,700 15,500 379,600

80年 355,800 10,500 366,300 65,200 0 431,500

注１：75年度は補正予算の実績、76年度は当初予算の見込額、その他は推計額である。
注２：特例国債金は公債金の内訳である。
資料：財政調査会(1976)の58頁

　まずこの財政収支試算を一般会計と比較してみよう。図表４は一般会計の当初予算と財政収支試

算の関係を示したものである。図表中、「歳出合計（試算）」と「歳入（試算）」は図表３の歳出合計

と歳入である。従って、歳入（試算）には国債によって調達された分は含まれていない。「国債発行」

と「歳入」、「歳出合計」は一般会計の当初予算の計数である。歳入は歳出合計から国債発行分を控除

した金額である41)。

　75年度は実績で、76年度は国会審議中の当初予算の計数を計上しているから77年度以降が完全な

推計額である。図表中の数字は歳出合計で、これに対応する財政収支試算の歳出合計は77年度28.5

兆円、78年度33.3兆円、79年度38.0兆円、80年度43.2兆円である。78年度こそ1.0兆円実際の一般

会計の計数が大きくなるものの、この年以外は全く一致するか、ほぼ一致していたと見てよいだろ

う。
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　これに対して歳入は財政収支試算の結果がそのまま反映している訳ではない。そもそも税収はその

時々の経済状況に左右されるから試算額をそのまま確保できるわけではない。しかも、財政収支試算

ではその当初から歳出に見合った歳入を確保することは困難であるという前提があった。つまり、昭

和50年代前期経済計画の経済フレームを前提にすると、財政収支試算の税収は増税しなければ確保

できなかったのである。それでも歳出合計は財政収支試算の規模が維持されたためにその不足額を国

債が代替することになる。77年度に7.5兆円になるはずの国債発行額は8.5兆円になり、１兆円増加

した。これは一般会計の歳入が財政収支試算の額より9,000億円下回ったことに起因する。78年度は

財政収支試算より3.6兆円多くなるが、このうち歳入の乖離分が2.6兆円である。79年度は国債が8.1

兆円増加するが、乖離分が7.5兆円であった。実際の国債発行の膨張は専ら財政収支試算の歳入の不

足分を補填していたことに起因していたのである。

　財政収支試算と実際の当初予算を比較していくと、歳出が財政収支試算の試算結果に従ってほとん

ど確保されていたのに対し、歳入は試算結果を下回る水準でしか調達できなかったことが分かる。特

に78年度は13カ月予算という通常とは異なる手段で歳入を増額していた。それでも財政収支試算の

歳入を下回っている。しかも、歳入を下回った額は歳出の削減ではなく、国債の増額によって措置さ

れていた。この運用が75年度の当初予算で２兆円であった国債発行を79年度には15兆円を超え、歳

入の40％を国債発行で調達するという空前の財政状況を生み出したのである。

図表４　76年度版財政収支試算と一般会計の当初予算

( )

注：財政収支試算の国債発行額は「歳出合計（試算）」と「歳入（試算）」の差額である。
資料：大塚(2014)の141頁

３．３　一般会計と79年の財政収支試算

　79年になると、昭和50年代前期経済計画に代わって新経済社会7カ年計画が策定されている。79
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年1月に新経済社会７カ年計画の基本構想が閣議了解されると、財政収支試算はこの新たな計画に基

づいて修正される。これは85年度までの計画であるが、図表４と同様に一般会計と比較した図表５

を作成した。78年度は補正予算後の実績で、79年度は審議中の当初予算を反映している。80年度以

降が完全な推計額である。

　79年版財政収支試算と一般会計の関係は76年版財政収支試算とは全く異なっていることは明らか

である。「歳出合計（試算）」と「歳出合計」の関係は76年版が一致していたのに、79年版では81年

度から大きく乖離を始める。一般会計の歳出合計の変動は歳出合計（試算）より「歳入」の動きと連

動している。つまり、この時期の歳出合計は実際の歳入を測りながら決定されていたのである。この

点70年代後半の財政の変動とは全く異なるメカニズムとなっている。これら２つの財政収支試算を

比較すると、70年代後半の一般会計が76年版財政収支試算の歳出に大きく依存していたことは明ら

かであり、そして財政収支試算の歳出との連動がこの時期の国債発行を生み出していたことが分か

る。

図表５　79年度版財政収支試算と一般会計の当初予算

注：財政収支試算の国債発行額は「歳出合計（試算）」と「歳入（試算）」の差額
である。

資料：国の予算

３．４　歳出重視の特徴を持つ財政収支試算

　70年代後半に政府が実現に固執した財政収支試算の特徴を理解するため、その策定方法を明らか

にする。まず大蔵省の説明を財政調査会(1976)から確認する。財政調査会(1976)では、財政収支試

算が昭和50年代前期経済計画を前提に、経済見通しなどはすべてこの計画に依存したとしている。

75年度から80年度の名目経済成長率を年率13％強とし、77年度、78年度を15％、79年度、80年度
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を12％の２段階で設定している。この成長率を前提に、財政収支試算の歳入では、さらに税収、税

外収入で国税負担率が73 ～ 75年度平均の13.2％から80年度に15.2％に上昇すると仮定した。こうし

て得られた80年度の税収、税外収入に対し、77年度以降伸び率を経済成長率にスライドさせて決定

している。

　これに対して歳出の公共投資は同計画の政府固定資本形成で決定され、この伸びは実質で７％程

度、名目で14％弱である。これは計画期間の累積投資額を100兆円として決められたもので、国負担

分を等率で伸ばすと15.5％となる。政府から個人への移転は名目で17％程度伸び、80年度における

国民所得比が10％弱になるように設定されている。これを前提に財政収支試算の振替支出は決定さ

れている。財政調査会(1976)における財政収支試算の歳入と歳出の説明はこのようになる。財政収

支試算では、80年度に特例国債の発行額がゼロとなるケースⅠと、79年度に発行額がゼロとなるケー

スⅡを示している。ケースⅡでは、従って税収と税外収入の伸びがケースⅠより急激なものとなって

いる。これが財政調査会(1976)における財政収支試算の説明であるが、国会での議論を踏まえ、こ

の算定方法をもう少し詳細に分析していこう。

　財政収支試算の歳出、すなわち公共投資、振替支出、その他の３項目は昭和50年代前期経済計画

の75年度と80年度の数字を反映しており、従ってこの計画を実現するために必要な支出が計上され

ている。これによって80年度の数字は確定し、さらに76年度の当初予算の政府案が決定されていた

ため、財政収支試算はこれらに従ったものである。このため、伸び率で昭和50年代前期経済計画の

説明と異なる場合が出てくるが、75年度と80年度の計数は計画に依存している。

　歳出を固定すると、次に財政収支試算で決定できる計数は、国債のうち建設国債の額であろう。こ

の額は公共投資のほぼ80％で計算されている。一方、特例国債は76年度の当初予算で3兆7,500億円

を見込んでいるからこれを前提に段階的に削減している。ケースⅠの場合、77年度は76年度の90％、

78年度は77年度の75％、79年度は78年度の60％を見込み、80年度はゼロと置いている。

　国債の発行額が決定すると、次に算出できるのは国債費である。財政調査会(1976)では単に「現

行の発行条件で計算している」としか記されていない。参議院大蔵委員会で高橋元大蔵省主計局次長

は80年度の国債費の８割が利子で、残りが国債整理基金特別会計への定率繰り入れと、交付国債な

どの償還費であると説明している42)。ほとんどが利子で占められていることから元金の償還費は極め

て少額で、国債整理基金特別会計法が定める法定の繰入率を充足しているのみであろう。従って、償

還費は期首の国債発行総額の1.6％となる。これに既発債であれば、発行条件の利子額、発行予定分

については一定の条件を設定した利子額を計算し、これらによって国債費は決定されることになる。

　国債費が決定すると歳出が確定し、国債発行額も決まっているからこの差額を税収と税外収入・そ

の他の２つで確保しなければならない。これらの歳入の伸びは、経済成長率が１％増加した場合の税

収の伸び率を示す弾性値で決定されている。つまり、歳入を推計する際に弾性値を1.5に設定すると、

経済成長率が10％であれば、税収は15％、20％であれば、税収は30％増加することになる。昭和50

年代前期経済計画では歳入の実績にこの伸び率を乗じて将来の歳入を決定している。

　昭和50年代前期経済計画では計画期間中の名目国民総生産の伸びを平均13％強としている。ここ

で仮に名目国民総生産の伸びを13.3％と置くと、歳入の弾性値は1.84となる。この1.84という弾性値

はこれ以前の10年間の税収の伸びで見たとき、73年度に1度記録しただけの高い数字である。オイ

ルショックによる物価高騰が寄与した結果であるが、財政収支試算の歳入は毎年度1.84の弾性値を
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維持しなければ達成できない。このような前提は現実的ではないから、国税負担率が73 ～ 75年度平

均の13.2％から80年度に15.2％に上昇するという仮定を置いたのである。これを歳入全体に適用す

ると、弾性値は1.38となり、70 ～ 74年度の平均1.39とほぼ同じ数字になっている43)。財政収支試算

の算定手順は概ねこのようなものであり、これによって計数上説明可能なフレームが確保されること

になる。

　財政収支試算にはケースⅠとケースⅡがあり、ケースⅡでは79年度に特例国債がゼロになる。こ

の場合、80年度の数字はケースⅠと同じであっても、79年度までの歳入の伸びはケースⅠを上回る

ため、弾性値が大きくなってしまう。合理的な条件に従うと、ケースⅠが昭和50年代前期経済計画

本来の財政収支であることを示唆している。つまり、ケースⅠは計画を反映したフレームであり、

ケースⅡは昭和50年代前期経済計画より厳しい条件で推計したフレームで、ケースⅠより実現性が

少ないことが分かる。

　このように策定過程を見ていくと、明らかに歳出を前提とした財政フレームになっている。国税の

国民負担率はインフレによっても上昇するから、一概には言えないが、単純に解釈すると、13.2％を

15.2％にすることは税収と税外収入で15％増税、増徴することと同義である。こうした大幅な増税等

を前提にしてようやく歳出が確保できたのである。このため、この計画の歳出を実現すれば、歳入に

対して極めて大きな負荷を掛けることはその策定段階で既に明白であった。少なくともこの歳出を実

現し、増税等を実施しなければ、国債が拡大することはほとんど自明であったと言えるだろう。

４．地方財政収支試算と地方財政計画

　地方財政計画を対象とした地方財政収支試算は、75年度補正予算において地方債の発行額が急増

し、その償還に懸念が生じたために策定された。76年に初めて作成されたが、財政収支試算が継続

したのに対し、地方財政収支試算は80年度を 後に廃止されている。地方財政収支試算は完全に財

政収支試算とリンクしており、しかも財政収支試算が一般会計に果した役割以上の働きを地方財政計

画に対して果たしている。本節ではこうした点を確認していくが、ここではまず76年に策定された

地方財政収支試算を見ていく。

４．１　76年版地方財政収支試算の概要

　財政収支試算同様ケースⅠを取り上げ、これを図表６に整理した。地方財政収支試算では財政収支

試算と同じように歳出として「公共投資」など４つの内訳があり、「歳出」はこれらの合計額である。

「歳入」も「一般財源」などやはり４項目である。地方財政収支試算には歳入と歳出に加え、「要調整

額」という項目があり、これは地方財政対策の金額に対応している。実際には75年度、76年度も地

方財政対策は実施されたが、調整後の計数が計上されているので75年度、76年度の要調整額は記載

されていない。なお、財政収支試算同様、75年度は補正後の金額が、76年度は当初予算案の地方財

政計画の計数が計上されている。このため、完全な推計額は77年度以降である。

　地方財政収支試算は昭和50年代前期経済計画を前提としているから、国民総生産など経済見通し

は財政収支試算と全く同じであり、また歳出においてもほぼ同じ条件で算定されている。公共投資は

期間内で年平均13.5％、振替支出は16.0％、その他は13.1％の伸びを設定している。このうち、公共

投資が国の15.5％より少し低いことを除けば、算定方法は財政収支試算と全く同じになっている44)。
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　歳入においても財政収支試算と同じ前提を置いているものが多い。地方税収の国民負担率が73 ～

75年度の平均6.9％から80年度に7.9％に１％上昇すると仮定している。国の２％に対し、地方が１％

なのは、税の国民負担率で国税と地方税の割合がほぼ２：１となっていることを反映したものである。

図表６　76年版地方財政収支試算（ケースⅠ）

単位：億円

年度 公共投資 振替支出 公債費 その他 歳出 ―

75年 74,400 25,500 9,600 110,800 220,300

76年 84,800 30,200 14,000 123,600 252,600

77年 96,100 35,400 17,800 142,200 291,500

78年 109,000 41,400 21,900 163,500 335,800

79年 123,500 47,100 25,000 183,100 378,700

80年 140,100 53,600 28,000 205,100 426,800

年度 一般財源 国庫支出金 地方債 他の収入 歳入 要調整額

75年 125,200 58,200 24,900 12,000 220,300

76年 143,700 64,600 29,200 15,100 252,600

77年 161,000 75,000 18,900 17,400 272,300 19,200

78年 197,000 87,000 21,400 20,000 325,400 10,400

79年 232,400 99,400 24,300 22,400 378,500 200

80年 275,100 113,600 27,600 25,100 441,400

注：75年度は補正予算後の実績、76年度は当初予算の見込額、その他は推計額である。
資料：財政調査会(1976)253-254頁

　地方債は77年度以降ほぼ公共投資の20％45)で設定されている。国の80％46)と比べると、建設事業

費に対する地方債の充当率は極めて低い。これは国債が60年償還を前提としているのに対し、地方

債が20年程度を償還期間にしていること、国庫支出金が加わるために地方負担分が事業費の総額に

比べて小さくなることなどが影響している。77年度に地方債が減少しているのは、75年、76年度といっ

た実績が公共投資の約３分の１で計算されていたのに対し、77年度以降公共投資の20％に縮小した

ためである。

　地方債が決まると公債費が計算できる。だが、地方財政収支試算でもその説明は明確ではない。77

年度以降に発行された地方債の発行条件は 新のもので設定される。これらを踏まえて公債費は計算

されるが、例えば75年度の補正予算で大量発行された地方債の場合、２年据え置きで徐々に積立額

を増加していく方法が採用されている47)。このため、地方債の大量発行による影響は地方財政収支試

算の期間内ではそれほど大きなものではないかもしれない。

　国庫支出金は公共投資に対するものは年平均14.5％、振替支出に対するものは16.0％、その他に対

応するものは国民総生産と同率で伸びると仮定している。

　他の収入は76年度の予算額を国民総生産に応じて増加させている。

　地方財政対策を示す要調整額は、地方財政対策後を計上した75年度と76年度の額ではゼロであ

るが、推計額である77年度以降この計数が計上されている。75年度と76年度は地方財政対策が実

施された結果、一般財源に含まれる地方交付税と地方債が増加している。例えば、地方債に着目す
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ると、地方債の公共事業に対する比率は75年度が33.5％、76年度が34.4％、77年度が19.7％で、以

降19.6％、19.7％、19.7％となっている48)。地方債の標準的な発行額は道路や下水道など事業ごと

に詳細に決まっており、昭和50年代前期経済計画が想定している事業に従うと地方債は公共事業の

19.7％になることを示している。76年度は34.4％であるから14.7％が地方財政対策の影響となる。こ

れが77年度以降要調整額に計上され、要調整額が発生する直接的な原因となっている。この他、地

方交付税額も財政収支試算の税収に依存して決定されるため、これも要調整額に影響を与えている可

能性はある。これらが他の歳入の伸びに比べて大きくなるため、要調整額が発生することになる。こ

れが地方財政収支試算で要調整額が発生する理由である。76年に公表された地方財政収支試算は概

ねこうした方法で策定されている。

４．２　地方財政収支試算と地方財政計画の比較

　財政収支試算が70年代後半における一般会計の歳出規模を決定していたように、地方財政収支試

算も地方財政計画の歳出をコントロールしている。ここでは歳出総額を対象に地方財政収支試算と地

方財政計画を比較する。これを整理したものが図表７であり、合わせて地方財政収支試算の歳入総額

も参考として掲載している。

図表７　地方財政収支試算と地方財政計画における歳出総額

単位：兆円、％

年度
歳出総額 歳入総額

試算 計画 計画／試算 試算

75年 22.03 21.56 97.9 22.03

76年 25.26 25.26 100.0 25.26

77年 29.15 28.84 98.9 27.23

78年 33.58 34.34 102.3 32.54

79年 37.87 38.80 102.5 37.85

80年 42.68 41.64 97.6 44.14

注：75年度は試算が補正後の実績であるのに対し、計画が当初予算のため

数字に乖離が存在する。

資料：国の予算

　図表中77年度以降が推計額で、しかも80年度は新経済社会７カ年計画に移行しているから、対象

は77年度から79年度の３年間になる。このうち77年度は地方財政計画の歳出総額が地方財政収支試

算を唯一下回った年であった。この年は地方交付税法６条の３第２項の適用が想定され、これを回避

するために地方財政対策を抑制しようとした結果と考えられる。この規定は、地方財政対策が一定規

模以上で継続する場合に地方交付税における交付税率を変更するか、地方制度の見直しを実施するか

を義務付けたもので、しばしば国と地方の深刻な対立を引き起こしてきた。このことが地方財政収支

試算の歳出を下回った理由と考えられるが、それでも歳出とは3,000億円しか違いがなく、歳入と1.6

兆円の差があることを見れば、77年度も歳出の影響が大きいことは明らかである。78年度、79年度

の歳入ではこの乖離はさらに大きくなっていることから、地方財政計画は地方財政収支試算の歳入で
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はなく、歳出によって規模が決定されてきたことが見て取れる。地方財政収支試算は歳出と歳入が異

なるため、この時期の財政運営が歳出に従っていたことをより明確にしてくれる。

　だが、財政収支試算がそうであったようにこの歳出を確保することは容易ではない。このことは地

方税でも国民負担率を１％引き上げる措置が取られていたことからも分かる49)。従って、多額の地方

財政対策はこの財政規模を確保したことに起因する。ここでは77年度から80年度までの地方財政対

策の構造を地方交付税や地方債などから明らかにするため、図表８を作成した。

図表８　地方財政対策の推移

単位：兆円

年度
地方

交付税

地方財政計画
合計

地方財政対策 要調

整額地方債 その他 計画 試算 実績

77年 4.6 2.0 20.1 26.7 2.1 2.4 2.1 1.9

78年 5.4 2.5 23.3 31.2 3.2 2.4 3.1 1.0

79年 5.3 3.0 26.2 34.5 4.3 3.4 4.1 0.0

80年 6.5 3.1 29.1 38.8 2.8 3.9 2.1 0.0

資料：国の予算

　図表中、「地方交付税」は国の一般会計で予算化した地方交付税の額、すなわち所得税、法人税、

酒税の32％である。「地方財政計画」には各年度の地方財政計画の計数から算出した額が計上されて

いる。「その他」は地方交付税と地方債を除く他の歳入項目をすべて合算したものであり、「地方債」

は地方財政計画の投資的経費の19.7％である。19.7％は地方財政収支試算の77年度以降の地方債を同

年の公共投資で除した比率である。77年度以降この比率で地方債が決定されているから、地方債の

額は投資的経費の19.7％とした。そして、これら３つの費目を合算したものが「合計」である。

　「地方財政対策」には歳出総額から、表の合計を控除した額を示している。このうち、「計画」には

地方財政計画の歳出総額から合計を控除したものを掲載し、「試算」では地方財政収支試算の歳出総

額から算出している。これらの歳出総額はいずれも図表3に掲載されている金額である。そして、「実

績」は実際の地方財政対策の額である。「要調整額」は地方財政収支試算のケースⅠにおける要調整

額であり、参考として掲載した。

　ここで計上した地方交付税は一般会計の額であり、地方債は投資的経費に対して標準的に充当され

る地方債の額である。地方財政対策の欄にはこれらの歳入で確保できない額を掲載している。当然

のことであるが、地方財政計画における歳出総額との差額分が実際の地方財政対策の額に近似してい

る。但し、地方財政計画と地方財政収支試算の違いは専ら歳出総額の差額に依存しているから、地方

財政対策の構造に本質的な違いはない。これによって実際の地方財政対策の算定方法が概ね確認でき

るが、この不足額が地方交付税と地方債の増額によって補填されることになる。

　地方財政計画は地方財政収支試算の歳出総額に従ってその財政規模を決定していた。この歳出規模

を採用したことで地方財政対策が発生するが、その額は79年度には4.1兆円に増加していた。これは

国税、地方税とも国民負担率を引き上げるなどの措置を前提に地方財政収支試算を策定していたから

である。財政収支試算でも見たように国税の伸びは試算の想定を下回っていたから、これを財源とす

る地方交付税も減少していくことになる。また、地方税では事業所税などが創設されるが、それでも
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国民負担率を１％引き上げるような税制の見直しは実施されていないから試算の想定を下回る。こう

した乖離が77年度以降地方財政対策を拡大させていくが、これらは歳出を重視した結果であり、し

かも国の一般会計と同様に76年に策定された２つの財政収支試算に起因していた事実は極めて重要

である。債務の膨張が不況対策ではないことを明確にしているからである。

４．３　国庫支出金と地方交付税の考察

　次に国庫支出金と地方交付税について検討していく。国庫支出金と地方交付税は地方財政収支試算

では歳入に計上されるが、財政収支試算では歳出に計上される。財政収支試算の歳出について４つの

内訳以上の情報を得ることは難しいが、国庫支出金と地方交付税はこれに新たな手掛りを与えてくれ

る可能性がある。この２つの費目が地方財政収支試算でどのように想定され、実際の地方財政計画に

どのように計上されていたかを考察していく。

　国庫支出金は、歳出総額同様地方財政収支試算と地方財政計画で把握できる。これに対し、地方交

付税は地方財政計画には計上されているが、地方財政収支試算では一般財源に含まれているため、直

接把握することではできない。これより図表９では国庫支出金については地方財政収支試算と地方財

政計画の金額を直接計上して比較し、地方交付税については地方財政収支試算に計上されている額を

推計するために必要なデータを整理することとした。後者に関しては地方財政収支試算の一般財源を

「試算(3)」に、地方財政計画と国の一般会計に計上されている地方交付税の額をそれぞれ「計画(4)」、

「会計(5)」に掲載した。

図表９　国庫支出金と地方交付税の推移

単位：兆円、％

国庫支出金 一般財源 地方交付税

試算(1) 計画(2) (2)/(1) 試算(3) 計画(4) (4)/(3) 会計(5) (5)/(4)

75年 5.82 5.54 95.1 12.52 4.43 35.4 4.41 99.5

76年 6.46 6.46 100.0 14.37 5.19 36.1 3.81 73.4

77年 7.50 7.50 99.9 16.10 5.71 35.4 4.62 81.0

78年 8.70 8.81 101.3 19.70 7.04 35.7 5.40 76.7

79年 9.94 10.01 100.7 23.24 7.69 33.1 5.29 68.8

80年 11.36 10.44 91.9 27.51 8.08 29.4 6.55 81.0

注：試算とは地方財政収支試算のこと、計画とは地方財政計画である。
資料：国の予算

　国庫支出金は77年度から79年度まで地方財政収支試算と地方財政計画は一致しており、歳出総額

と同じ傾向が見て取れる。

　地方交付税については地方財政収支試算の一般財源に占める地方財政計画の地方交付税の割合を

「(4)/(3)」に掲載したが、75年度が35.4％、76年度が36.1％でかなり安定しており、この比率は77

年度以降の推計額でも概ね維持されている。一般財源の内訳となる地方税、地方譲与税、地方交付税

はいずれも税の国民負担率の影響を等しく受け、経済成長による伸び率も同じ条件で推計されてい

る。この場合、一般財源に占める割合は各年度で必ず一定となる。図表中(4)/(3)がほぼ一定である
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ことは、こうした算定方法の制約に加え、この試算に従って実際の地方財政計画も決定されていたこ

とを示唆している。つまり、国庫支出金と同様に地方財政収支試算の想定が地方財政計画に反映して

いたことを示唆している。

　これに対して、一般会計に計上されている地方交付税は地方財政計画よりはるかに小さく、77年

度以降１兆円から２兆円の上乗せ措置が講じられている。地方財政対策は77年度の2.1兆円が79年

度には4.1兆円に増加するが、これを地方交付税と地方債で補填していた。この時期の財政運営が２

つの財政収支試算の影響を強く受けていたことを勘案すれば、地方交付税に対する補填が地方財政収

支試算の額を確保するように行われていたことは十分にあり得る。少なくともここでの結果はこうし

た見方を強く支持するものとなっている。

　本項の検討は地方財政収支試算で想定した金額が歳出総額に留まらず国庫支出金でも確保されて

いたことを示している。加えて、地方交付税も同様な性格を帯びていたことを強く示唆したものに

なっている。しかも、既述したように国庫支出金と地方交付税は財政収支試算の歳出に含まれてい

る。このことに着目して、次に財政収支試算の関係からこれらを見ていくことにする。

５．財政収支試算に基づく国債発行基準の導出

５．１　財政収支試算における財政移転と国債発行の連動性

　76年の２つの財政収支試算は昭和50年代前期経済計画に基づいて策定されており、地方財政収支

試算は財政収支試算を前提としている。地方財政収支試算では国庫支出金を取り上げたが、これに含

まれる地方交付税も検討した。国庫支出金と地方交付税は国から地方に移転される財源の主たるもの

で、専ら一般会計に含まれている。地方交付税を地方財政収支試算で算定されている一般財源の一定

割合と仮定して、これら財政移転と財政収支試算の関係を分析していく。

　図表10は財政収支試算の歳入に占める財政移転の位置付けを示したものである。財政移転には地

方財政収支試算の国庫支出金と、同試算の一般財源に35.4％を乗じた額を充てた。35.4％は図表９の

(4)/(3)にある75年度の一般財源に占める地方交付税の割合である。これら２つの合計を財政収支試

算の歳入、歳入から国債発行額を控除した額、歳入から建設国債を控除した額で除している。図では

それぞれ「歳入全体」、「国債控除」、「建設国債控除」として75年度から80年度までを示した。なお、

合わせて財政移転額も掲載している。

　この図表を解釈するために１つの前提を置く必要がある。この時期、政府は建設国債に加えて特例

国債も発行している。大蔵省は建設国債を発行する余裕がある場合、特例国債を発行しないと仮定

する50)。これは、建設国債が発行できるのに特例国債を発行する選択は行わないことを意味している
51)。これを前提に以下の検討を行っていく。

　75年度の歳入は国債を含む総額で20.8兆円となり、この額で財政移転額を除すと49.2％になる。

この場合、仮に税収と税外収入・その他の合計で20.8兆円確保できれば、国債を発行する必要がな

いことを意味している。あるいは財政移転額を49.2％以下にできれば、やはり国債を発行する必要は

ないだろう。つまり、49.2％は財政移転額の増減に従って国債を発行するか、しないかを決定する閾

値であり、この意味で歳入全体を対象とした国債の発行基準と解釈することができる。次に75年度

の建設国債控除の58.1％は建設国債を控除した17.7兆円で財政移転額を除した比率である。これは歳

入の一部を建設国債で確保した上で、建設国債以外の財源の総額である。これも税収と税外収入・そ
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の他で17.7兆円確保できれば、特例国債を発行する必要がないが、この額を下回る財源しか確保で

きなければ、特例国債を発行することになる。あるいは財政移転比率を58.1％以下に抑制することが

できれば、特例国債を発行する必要がないことになるだろう。つまり、この比率も特例国債を発行す

るか、否かを決定する閾値であり、特例国債の発行基準と見なすことができる。

　これに対して、図表中国債控除は国債を発行しない場合の財政移転の割合で、76年度は66.7％で

ある。上記の基準に照らしていくと、この比率を58.1％以下にできれば、特例国債を発行する必要が

なくなり、49.2％を下回ると、国債発行自体を避けることができると解釈するのである。つまり、こ

の図は財政移転の割合と国債発行との関係を示していることになる。次項ではこの枠組みにさらに国

債費を加えて精緻化していくことにしたい。国債費も財政移転とともに政府の行政費用に充当できな

い費用であり、これが増加すれば、財政移転と同様の効果が存在するからである。

図表10　財政収支試算の歳入における財政移転の推移

資料：国の予算

５．２　移転流出額に基づく国債発行基準の導出

　国庫支出金と地方交付税に国債費を加えた合計を移転流出額と定義し、図表11を作成した。ここ

で「国債発行基準」は移転流出額を歳入全体で除した割合、「特例国債発行基準」は建設国債を控除

した歳入で除した割合である。また、「移転流出率」は国債を控除した歳入で移転流出額を除した割

合で、毎年度の移転流出額も図化した。図表３の国債費を新たに使用した以外、計数はすべて前項と

同じである。

　国債費を加えると、より安定した結果が導出できる。国債発行基準は77年度まで55％程度が維持

され、その後段階的に60％近くまで引き上げられている。これは77年度までは55％を超えると、建

設国債を発行しなければならないが、80年度には60％になるまで建設国債の発行が回避できること

を意味している。これに対して、特例国債発行基準は国債発行基準より10％程度高い割合となって
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おり、80年度には70％にまで上昇している。

　これは財政規模と移転流出額の関係から国債の発行基準を抽出したものである。財政規模に対して

移転流出額の割合が、77年度で見ると、54.5％までなら建設国債の発行が回避できる水準であり、こ

れを超えると建設国債を発行することになる。さらに63.7％を超えると、特例国債まで発行しなけれ

ばならず、77年度の見通しは74.1％であるから特例国債を発行しなければ、財政運営は困難という

判断ができる。政府は80年度に特例国債から脱却するとしているが、財政収支試算によると、76年

度時点で14.1％存在している乖離を移転流出額で8.5％分削減し、特例国債発行基準を5.6％引き上げ

ることによって実現しようとしていたことが分かる。

　これまで国債発行基準、特例国債発行基準、移転流出率を比較しながら議論してきたが、分子が共

通で、分母が異なるから厳密にはこれら３つの指標を直接比較することはできない。ここでの議論も

あくまで傾向を捉えているに過ぎない。しかも、こうした割合は財政収支試算でも変化しているよう

に長期的に維持されるとは限らない。

　このように国債の発行基準の解釈には明らかに制約が存在する。一方で、実際の財政には予備費な

ど調整的な経費があり、しかも財政法４条１項では「国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行

し又は借入金をなすことができる」としているから予算に計上される国債の額は実際に必要な額より

大きくなるだろう。２つの財政収支試算はモデル化され、こうした経費が考慮されていないため、建

設国債や特例国債の発行基準としてはより正確な数字である可能性が高い。しかも、一般的な財政

データから算出できるため、制約はあるが利便性は高い。これらの理由からここで導出した国債発行

基準、特例国債発行基準を実際の一般会計に適用して評価していくことにする。

図表11　財政収支試算の歳入における移転流出額の推移

資料：国の予算
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６．２つの国債発行基準に基づく国債膨張の検証

　２つの財政収支試算を利用して一般会計における建設国債、特例国債の発行基準を導出した。本節

ではこれらの基準を一般会計に適用し、これらの基準の妥当性を評価するとともに国債が膨張してい

く基本的構造を明らかにしていく。加えて、この時期国債発行と並行して膨張した地方財政対策の役

割を考察していく。

６．１　検証の前提と方法

　一般会計の中で移転流出額が増加すれば、政府の財源が減少するため、これを確保するには国債を

発行することになる。移転流出額が大きくなれば、その負担を軽減するために地方財政対策が実施

され、本来一般会計が負担すべき経費が他の会計制度に移転される。67年に美濃部亮吉氏が当選し、

東京都が革新自治体になると、これに対抗した様々な対策が実施され、一般会計の負担が大きくな

る。このとき一般会計の負担軽減を目的とした地方財政対策が始まり、地方財政対策は複雑化する。

これ以前の地方財政対策では一般会計からの地方特例交付金などが充てられたが、一般会計の負担

が大きくなると、補填措置として財政対策債や財源対策債といった地方債52)や、大蔵省資金運用部か

らの借入れによる普通交付税の増額など、幾つかの補填方法が組み合わされていく53)。地方財政対策

は、本来各年度に国が措置すべき財源であり、その意味で一般会計が負担する可能性がある財源であ

る。こうした移転流出額が一般会計に占める割合は国債発行や地方財政対策の実施を決定する基準と

なりうるかもしれない。これが前節で検討してきた国債発行基準と特例国債発行基準の発想の原点で

ある。

　こうした考え方に従い、ここでは一般会計から３つの移転流出率を導出し、これらを２つの国債発

行基準に照らして評価してみたい。移転流出率であるから歳入に占める移転流出額の割合となるが、

まず国債発行と地方財政対策の実施前の移転流出率を算出した。この場合、歳入には当初予算におけ

る国債発行額を控除した歳入を充て、移転流出額には地方財政計画に計上されている地方交付税と国

庫支出金に、財源対策債、財政対策債、一般会計の国債費を加えた額を充てている。これを「実態に

基づく移転流出率」と定義する。

　一方、２つの国債発行基準に対応した移転流出率は国債発行が前提となっているから、国債発行と

地方財政対策の実施後の移転流出率となる。従って、移転流出額はどちらも同一で、地方財政対策

を実施することで軽減された、一般会計に計上されている額である。具体的には一般会計の地方交付

税54)、地方財政特例交付金等、国債費の３つを合算している。これに対し、歳入額には、国債発行基

準では歳出の総額を、特例国債発行基準では建設国債を控除した額を充当している。これらはそれぞ

れ国債発行基準に基づく移転流出率、特例国債発行基準に基づく移転流出率と呼ぶことにする。そし

て、これら３つの移転流出率と２つの国債発行基準を使用して、ここでは建設国債や特例国債の発行

の実態を検証していく。

６．２　２つの国債発行基準による一般会計の分析

　一般会計から３つの移転流出率を算出し、図表12に64年度から85年度までを整理した。このうち、

「実態に基づく移転流出率」は各年度で発行すべき国債の種類を概ね示している。75年度の国債発行

基準は54.5％であり、特例国債発行基準は64.3％であった。これより、「実態に基づく移転流出率」
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が概ね55％を超えると国債を発行することになり、65％を超えると特例国債を発行することになる

と判断できるのである。この評価を前提にすると、70年度と71年度は国債発行をする必要がない水

準であり、72年度は特例国債を発行しなければならない水準であったことが分かる。75年度までは

72年度を除けば、特例国債を発行する水準ではなかったが、76年度以降は85年度まで継続的に特例

国債を発行しなければならない水準で、これは実際の特例国債の発行状況とも整合している。

　次に特例国債発行基準に基づく移転流出率を見ると、80年度までは常に64.3％を下回る水準が維

持されている。これは特に76年度以降特例国債を発行することで、「実態に基づく移転流出率」が特

例国債発行基準を下回る水準にまで低下していたことが分かる。仮に特例国債を発行してもこの移転

流出率が64.3％を超えていれば、さらに特例国債を発行しなければならない。しかし、各年度とも特

例国債を発行することで特例国債発行基準以下に移転流出率が低下していたことは、特例国債発行基

準を充足するように特例国債の額が決定していたことを示している。72年度の「実態に基づく移転

流出率」は特例国債を発行する水準であったが、特例国債発行基準に対応した移転流出率を見ると

64.3％を下回っている。この年は特例国債を発行していないが、地方財政対策によってこうした調整

を行っている。このことは、少なくとも79年度以前は75年度の特例国債発行基準が有効であったこ

とを明らかにしている。

　75年度の国債発行基準は54.5％であるが、国債を発行することでやはり80年度までは移転流出率

はこの比率を下回っている。このことは「実態に基づく移転流出率」が国債発行基準を下回るまで国

債を発行していたことを示しており、この基準が国債の発行額を決定していたこと、75年度の国債

発行基準が80年度までは有効な指標であったことが分かる。

図表12　移転流出率の経年変化

注：２つの財政収支試算から算出した75年度の国債発行基準は54.5％であ

り、特例国債発行基準は64.3％となっている。

資料：国の予算、地方財政要覧
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　移転流出率と国債発行の関係を見ていくと、一般会計に占める移転流出額の割合が国債発行と密接

に関係していたことは明らかである。77年度の「実態に基づく移転流出率」が減少したのに国債発

行は増加しているから厳密に連動しているとは言えないかもしれない。しかし、79年度のように移

転流出率が100％を超えれば、もはや国債発行の理由は移転流出額にしか求めることはできない。移

転流出率のみが国債発行の理由ではないとしても、これが主因であることに疑いの余地はないだろ

う。

　２つの国債発行基準は79年度までは有効であったが、80年度以降国債の発行基準は上昇していた

ことが図表12から示唆される。こうした基準の上昇は、国の経費が削減され、移転流出率が上昇し

ても国債を発行する必要のない仕組みに移行するか、国庫支出金の補助率を引き下げる一方で、地方

税収の拡大など地方財源の補強が実施されるかといった構造変化が必要になる。従って、80年代の

行財政改革が、先行的に出現し、国債の発行基準の変化を生み出している可能性がある。これらにつ

いては、その解明は改めて別の機会に検討してみたい。

６．３　地方財政対策の役割

　地方財政対策の規模は基本的に地方交付税額を上回る財源不足額で決定される。67年に東京都が

革新自治体に移行すると、政府は強い危機感を抱き、歳入では国と地方で専ら個人を対象とした減税

を繰り返していく。一方、歳出では67年から国庫支出金の適正算定、都市整備に係わる政策の充実

に取り組み、70年には公害対策を整備し、73年には福祉の拡大へと進んでいく。この結果国、地方

ともに収支は不均衡の度を増している。大蔵省は財政規律の弛緩に懸念を抱いていたから67年、68

年にマスコミを利用して財政硬直化キャンペーンに取り組み、68年には一省庁一局削減を実施、さ

らに69年には行政機関の職員の定員に関する法律を成立させて、政府機関の膨張に歯止めを掛けた。

こうした地方制度の詳細や革新自治体の役割などは大塚(2014)を参照してもらいたいが、この流れ

の中で地方財政対策も地方における不均衡の補填という役割だけでなく、68年度からは国の一般会

計の負担軽減を目的とした地方財政対策が行われるようになっている。

　この成果の１つが72年度の地方財政対策であったと考えられる。この年の移転流出率は66.7％で

あったが、地方財政対策によって61.4％に引き下げられ、特例国債の発行を回避していた可能性を指

摘した。これは地方財政対策が一般会計の負担軽減以上の役割を担い始めたことを示唆している。こ

こではこうした調整的役割を検証していくことにする。

　地方財政対策の実施前後を対象に国債発行基準と特例国債発行基準に基づく移転流出率を算出し

た。この結果をまとめたものが図表13である。地方財政対策後の計数はいずれも図表12の国債発行

基準と特例国債発行基準に基づく移転流出率である。地方財政対策前の移転流出額は大蔵省資金運用

部からの借入金や財政対策債と財源対策債の措置以前の財源不足額を対象とし、地方財政計画の地方

交付税と国庫支出金の合計に、一般会計の国債費、財政対策債、財源対策債を加えたものを充ててい

る。これは図表12の「実態に基づく移転流出率」の分子と全く同じものである。これを国債発行基

準では歳入の総額で除し、特例国債発行基準では歳入の総額から建設国債を控除した額で除してい

る。75年度から80年度までの国債発行基準と特例国債発行基準も合わせて整理した。

　75年度以前は、地方財政対策前の移転流出率が既に発行基準以下であり、地方財政対策は単に一

般会計の負担軽減の機能しか果たしていない。ところが、72年度や75年度から79年までは、地方財
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政対策前がすべて75年度の国債発行基準と特例国債発行基準を超えていることが分かる。そして、

これらの時期にはいずれも国債発行基準と特例国債発行基準を挟んだ変動が見られる。つまり、地方

財政対策前は発行基準より高く、対策後は低くなるのである。このことは地方財政対策がそれまでの

単なる負担軽減の機能だけではなく、国債発行の調整機能を担っていた可能性が高いことを示唆して

いる。さらにこの結果は国債発行基準や特例国債発行基準が国債発行の閾値として機能していた可能

性が高いことも示している。国債発行に地方財政対策が加わることで、国債発行基準や特例国債発行

基準を上下する調整が行われていたことはこの数字が基準として機能していたことを示しているか

らである。

図表13　地方財政対策の移転流出率への影響

単位：％

年度
国債発行基準 特例国債発行基準

対策前 対策後 試算 対策前 対策後 試算

70年 50.2 49.8 53.0 52.6

71年 50.6 50.6 53.0 53.1

72年 55.3 50.9 66.7 61.4

73年 53.0 52.4 63.4 62.7

74年 51.5 51.5 59.0 59.0

75年 51.7 51.7 54.5 57.1 57.1 64.3

76年 59.9 49.7 54.8 70.1 58.1 64.1

77年 58.2 51.8 54.5 68.9 61.4 63.7

78年 59.6 52.2 56.2 72.3 63.3 65.7

79年 60.7 52.0 57.7 74.6 64.0 67.7

80年 58.4 54.3 59.1 69.4 64.6 69.7

81年 57.2 55.8 66.9 65.3

82年 56.5 57.1 65.0 65.7

83年 57.1 52.1 65.4 59.7

84年 57.7 56.4 66.8 65.3

85年 57.8 57.4 64.2 63.7

注：試算の78年度以降は推計値に基づいた国債の発行基準である。
資料：国の予算、地方財政要覧

７．70年代後半における国債膨張の基本的構造

　70年代後半、国では国債発行、地方では地方財政対策が急増した。一般会計では75年度当初予算

で２兆円であった国債発行が79年度当初予算で15兆円を超えている。一方、地方財政対策も75年度

のゼロが79年度には4.1兆円に膨張した。この構造を解明する手掛かりは、76年に策定され、国会に

提出された財政収支試算と地方財政収支試算にあった。

　２つの財政収支試算は同年５月に閣議決定された昭和50年代前期経済計画の財政フレームを根拠

としている。特に80年度に特例国債から脱却するフレームはこの計画の財政収支の考え方そのもの

であった可能性が高い。２つの財政収支試算の特徴は歳出を偏重したところにあり、既存の税制だけ
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では財源の調達が困難なものとなっていた。ところが、これらが70年代後半の財政運営に果した役

割は極めて大きく、少なくとも歳出の財政フレームに従って財政規模が決定されていた。つまり、２

つの財政収支試算に従って計画的に歳出を拡大していったことがこの時期の国債と地方財政対策を

膨張させる基本的な構造であった。

　財政収支試算は特例国債の発行を80年度にゼロにする財政シミュレーションであり、地方財政収

支試算は財政収支試算を前提に80年度に地方財政対策をゼロにすることを目的としていた。財政収

支試算は一般会計を対象としたが、一般会計は地方団体に対し地方交付税や国庫支出金を支出してい

る。さらに財政収支試算には国債費も計上されているが、これら３つを移転流出額と定義した。一般

会計の中で移転流出額が増加すると、国の経費を確保するために国債を発行しなければならない。こ

のことに着目して歳入に占める移転流出額の割合から特例国債や国債を発行する基準を算出した。

　これら２つの国債の発行基準と「実態に基づく移転流出率」はこの時期の国債膨張の構造を明確に

説明している。75年度の国債発行基準は54.5％であり、特例国債発行基準は64.3％であった。「実態

に基づく移転流出率」がこの基準を上回れば、建設国債、特例国債をそれぞれ発行しなければならず、

この基準から離れて移転流出率が大きくなれば、その分国債の発行額は拡大していくことになる。つ

まり、70年代後半国債の膨張過程は移転流出額の拡大が原因であったことを明らかにしているが、

この移転流出額も主に地方財政収支試算に従って運用した結果であった。

　地方財政対策の膨張も２つの財政収支試算との関係から説明できる。国税３税の減収に伴う地方交

付税の減額が発生し、これに地方税収などが加わった結果、一般財源が想定を下回る。さらに地方財

政対策が実施されていた75年度、76年度と比べ、地方債が減額されている。これは地方財政対策に

よって割り増された地方債を控除した結果であるが、これらによって地方財政収支試算に基づく歳出

総額との間に巨額の乖離を生む。そして、これらが地方財政対策として実現したのである。地方財政

対策は地方財政計画の財源不足額の補填措置としてスタートするが、美濃部都知事誕生後の68年度

から一般会計の負担軽減措置がその目的に加わっている。さらに76年度からは一般会計において国

債発行額を調整する機能まで担っており、70年代後半にその機能が拡大していたことを明らかにし

ている。

　70年代後半における国債と地方財政対策が膨張してきた基本的構造は２つの財政収支試算に基づ

くものであった。単純に捉えれば、財政収支試算に従って歳出を伸ばし、不足分を国債と地方財政対

策で補填する構造である。これが国債と地方財政対策を膨張させたのである。本稿は、現代日本で

も深刻な財政問題である国債の累積を取り上げ、とりわけ70年代後半における国債膨張過程に着目

して、これを解明してきた。本稿は国債膨張の構造を一定程度示すことに貢献しているが、70年代

後半の国債発行に限ってもその全貌を解明したとは言えない。しかも、これ以前にも65年度の戦後

初の国債発行や、ドルショックに伴う71年度、72年度の国債膨張が存在している。こうした国債発

行がいかなる理由、仕組みで行われてきたのか、これらを解明することは依然残された課題である。

これらを解明することで、政府債務の累積が解消する訳ではないが、この問題を解決する処方箋を見

出すことはできるかもしれない。現状を正確に把握することは課題解決の第一歩であるからだ。この

意味で国債が発行されてきた理由や構造を正確に把握することは重要な意味を持っていると言える

だろう。
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１）政府債務については国内総生産額(GDP)と政府累積債務の対GDP比はOECD(2015)を参照

し、ギリシャの人口はEUROStat、日本の人口は総務省HPの「人口推計(10月１日現在人口)」

を利用した。

２）財政データについては財務省HP上の「統計」における国債データを利用し、日本の人口は

上記の総務省HPを利用した。

３）大塚(2014)14-28頁。

４）大塚(2014)によると、戦前の地方制度では、法律、勅令によって国が地方に事務を委任する

と、これに必要な財源はすべて個々の地方団体が調達する仕組みであったことを明らかにし

ている(70-71頁)。本稿ではこれを戦前的価値観と呼んでいる。なお、委任事務に対する財

源保障が国に義務付けられたのは地方自治法が制定されてからのことである。

５）大塚(2014)114頁。

６）大塚(2014)138-141頁。

７）「財政」をキーワードとすると検索結果が極めて多くなるため、「日本」、「財政」と「戦後」、「財

政」でそれぞれ検索し、特に80年代を対象に抽出した。

８）財政調査会(1976)11-13頁、1050-1054頁。

９）財政調査会(1977)12-13頁。

10）財政調査会(1977)21頁。

11）財政調査会(1977)46-49頁。

12）財政調査会(1977)59-61頁。

13）衆議院511議席に対して過半数は256議席となるが、76年の選挙では自民党公認の当選者数

は249名であった(日本統計協会(1988)353頁参照)。

14）財政調査会(1977)71-72頁。

15）財政調査会(1978)16-21頁。

16）景気を回復させるためには歳出拡大や減税を採用すればよいが、これによって財政の不均衡

は拡大する。その不足分を国債によって補填すると、財政規律が低下する。この時期の財政

運営は膨大になった国債の減額と景気回復のための歳出拡大を両立させる必要があった。

17）財政調査会(1978)31-32頁。

18）4.25％から3.50%に引き下げられた(財政調査会(1979)12頁)。

19）財政調査会(1979)12-23頁。

20）財政調査会(1979)29-35頁。

21）財務省財務総合政策研究所財政史室(2004)156頁。

22）森木・礒崎(1988)104-105頁参照。なお、同書で空前の大借金財政とは戦中の1945年を除けば、

32年の高橋是清蔵相時代の33.8%に迫る状況であることを指している。

23）森木・礒崎(1988)106-107頁参照。政治の横車の例として医師優遇税制を挙げている。

24）経済企画庁(1981)254-258頁。

25）経済企画庁(1983)211-222頁。

26）納富他(1988)371頁。
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27）土建国家とは社会保障より公共事業に重点を置いた財政運営を行っている政府のことを指し

ている(井手(2012)122頁)。

28）『国の予算』のように毎年度刊行されている資料では、特定年度の資料を参照している場合

編著者である財政調査会を使用し、複数の年度にわたる資料を利用している場合書名である

『国の予算』を使用した。なお、書名を使用する場合、参照頁を記載すると煩雑になるため、

図表の参照資料ではこれを省略している。

29）大塚(2014)では67年以前の地方財政対策が国の減税政策や制度改正に伴って発生した財源

不足を補填してきたと説明している。68年度以降一般会計の負担軽減措置が加わるが、この

場合地方の財源不足とは関係なく地方財政対策が実施される。（同書92 ～ 97頁参照）

30）地方税の増税も含め、恒久的措置については地方財政対策に加えていない。

31）財政調査会(1975)43-45頁。

32）75年４月23日の読売新聞は財源不足が３兆円に上ると伝え、５月８日の朝日新聞では２兆

円を超えると報道している。

33）予算編成に関する日程等の詳細は各年度の『国の予算』の付録「予算編成計画等について」

を参照した。以下についても同様である。

34）法律の立法過程の詳細については国会図書館の法令索引を利用した。以下についても同様で

ある。

35）正式には酒税法の一部を改正する法律案と製造たばこ定価法の一部を改正する法律案として

国会に提出されていた。

36）財政調査会(1976)25頁、75年７月４日参議院本会議の会議録参照。

37）国会図書館の法令索引を利用すると、国会への提出日が把握でき、75年11月20日の参議院

大蔵委員会、同年12月13日の参議院本会議の会議録参照。

38）75年10月20日の参議院本会議では自民党の柳田桃太郎議員が同様の提案を行っている。

39）財政調査会(1976)56-59頁。

40）宮崎勇編(1976)では３段階（49-50頁参照）、経済企画庁(1997)では２段階で設定した（220-221

頁参照）と説明しているが、具体的な伸び率は明示していない。これを扱っているのは『国

の予算』における財政収支試算の解説である。

41）本来歳入合計から控除したものであるが、歳出合計と歳入合計が一致し、これを歳出合計で

代表させて記載したため、歳出合計となっている。

42）76年５月20日の参議院大蔵委員会における発言参照。

43）過去の弾性値については76年４月28日の衆議院大蔵委員会の大倉真隆主税局長の発言を参

考にした。

44）76年５月13日の参議院地方行政委員会で首藤堯自治省財政局長は、公共投資の伸びで国と

地方に差がでる理由として、昭和50年代前期経済計画が国の負担割合の高い下水道事業の

ウェイトを高めていく想定になっていることを挙げている。

45）78年度の19.6％を除くと、他の年度は19.7％となっている。

46）77年度が80.5％、80年度が80.2％、78年度、79年度が80.6％である。

47）75年11月８日の衆議院地方行政委員会の松浦功自治省財政局長の答弁参照。
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48）建設事業ごとに標準的な地方債充当率が決まっており、昭和50年代前期経済計画の事業シェ

アの結果19.7％になっているのであって、これが恒久的なルールというわけではない。

49）地方税が１％となっている理由は本稿4.1項参照。

50）建設国債の発行限度額は公共事業費で決定されるが、この限度額と実際の発行額の差額をす

きまという。本稿は、このすきまがゼロとなった後、特例国債を発行すると仮定している。

51）65年度の補正予算では建設国債が発行されていないのに特例国債が発行されたが、こうした

運用は行わないことを前提としている。

52）特に地方債を加えることは、長期的観点からは問題がある。この種の地方債は後年度に基準

財政需要額に算入されるから地方債の元本部分は２重に算入される。国債の場合、累積発行

額の1.6％を元本の返済額として予算に計上しているからこの額を控除すればよいが、地方

債の場合、徐々に返済額が増加していく仕組みを取っており、個々の地方債ごとに複雑な手

続きを経ることになる。

53）大塚(2014)92-97頁。

54）一般会計と地方財政計画の地方交付税額の違いは、前者に借入金が含まれていないのに対し、

後者には地方財政対策後の地方交付税額が計上されているため、借入金が含まれている点で

ある。
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Why Did Government Bonds Expand in the 1970s in Japan?

Ohtsuka, Isao

　　General government gross debt in 2014 was over 230% of GNP in Japan and the government 

will issue government bonds of 36.9 trillion yen in 2015.  The Ministry of Finance (MOF) used 

to explain that issuance of government bonds was due to a serious recession.  A description 

related with causes of the issuance in Public Finance depends on the MOF's explanation.  The 

fiscal science ignores that the MOF tells poisonous lies if it requires them.  If the description 

was fictional, Public Finance should lose its position as a science.  This study deals with the 

problem in the 1970s.

　　 In the 1970s government bonds were expanded from 2 trillion yen of 1975 fiscal year to 

15.3 trillion yen of 1979 fiscal year.  As a result of verification of the expansion, the study has 

derived the following conclusions.  The expansion was closely related to the economic plan 

established in 1976.  Revenues from 1976 to 1979 were insufficient because the government 

increased expenditures in accordance with the plan.  Therefore, it supplemented the revenue 

shortages with government bonds.  The study concludes that expansion of the bonds in the 

1970s depended on the plan not the recession.
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